
平成31年１月１日号29 2828

ECガイド

回 収 場 所 日　程 時　間 問合せ先

アスピアこだま １月６日㈰
２月３日㈰ 午前９時〜11時 ハートtoハート

(佐久間さんち）
☎22-９３００ 市役所 １月20日㈰ 午前９時〜11時

午後１時〜３時
本庄南公民館
※布類回収も実施 １月12日㈯ 午前９時〜11時 佐久間さんち

☎22-９３００
就労継続支援
Ｂ型事業所

「佐久間さんち｣
( 本庄高校北側）

１月18日㈮ 随時受付 ポノポノ
☎23-２１９５

 集団資源回収予定表　＜回収品目は古紙類・缶類です＞

※天候等の理由で変更になる場合もありますので、各団体にご確認ください。

市 民 相 談 （1月〜２月）　相談は無料、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※市役所の受付は、午前８時30分〜午後５時15分です。
相 談 名 相 談 日 時 な ど 会　場 問 い 合 わ せ
行 政 １月17日㈭・２月21日㈭　午後１時〜４時

市役所１階 市民相談室 
   　　 

法 律

１月９日㈬・16日㈬・23日㈬・30日㈬  午後１時〜４時
◎２月の相談日

弁護士に
よる相談

２月６日㈬・13日㈬　午後１時〜４時　
定員＝各６人（先着順)

司法書士に
よる相談

２月27日㈬　　　　　午後１時〜４時
定員＝６人（先着順)

労 働 法 律 ２月20日㈬　午後１時〜４時　定員＝６人
相談員＝弁護士

不 動 産 １月11日㈮・２月８日㈮　午後１時〜４時
相談員＝宅地建物取引士

年金・労働 ２月14日㈭　午後１時〜４時　
相談員＝社会保険労務士

税 務 １月８日㈫・２月12日㈫　午後１時〜４時　
相談員＝税理士　

消 費 生 活
毎週月・水・木・金曜日（休日を除く）午前９時30分
〜正午、午後１時〜３時30分　※１月４日㈮は休み。 市役所４階 商工観光課 商工観光課   ☎25-１１７５

毎週火・金曜日（休日を除く）午前９時30分〜正午、
午後１時〜３時30分

上里町役場２階
　　　　　産業振興課

上里町役場産業振興課
  　　　　　 ☎35-１２３２

人 権
１月８日㈫・２月12日㈫　午後１時〜４時 アスピアこだま１階 

相談室１ 市民活動推進課
　　　　　   ☎25-１１１８１月22日㈫・２月26日㈫　午後１時〜４時 市役所１階　市民相談室

女 性 相 談
（DV 相 談 含 む ）

毎週月〜金曜日（休日を除く）
午前８時30分〜午後５時15分　

市役所３階
市民活動推進課

市民活動推進課
☎25-１１４４☎25-１１１８

家 庭 児 童 毎週月〜金曜日（休日を除く) 午前９時〜午後４時 市役所２階 子育て支援課 子育て支援課 ☎25-１１２９
（家庭児童相談室）

教 育
（不登校等）毎週月〜金曜日(休日を除く) 午前９時30分〜午後３時 ふれあい教室

（旧勤労会館２階）

教育支援センター
  　　　　　 ☎22-４２８７

教 育
（いじめ等）

毎週水曜日（休日を除く）電話相談：午後１時30分〜５時
※面談による相談は、電話相談の時間内に事前予約受付

子どもの心の相談員
  　　　　　 ☎21-７３３７

心 配 ご と

毎週月曜日（休日を除く） 
午後１時〜４時（受付は３時30分まで）
※相談時間中のご連絡は、☎21-８９７６へ

はにぽんプラザ２階
　　　　　　　相談室

本庄市社会福祉協議会
  　　　　　 ☎24-２７５５

第１・第３月曜日（休日を除く） 
午後１時〜４時（受付は３時30分まで）

アスピアこだま１階
　　　　　　　会議室

本庄市社会福祉協議会児玉支所
  　　　　　 ☎73-１２３７

結　　 婚 １月16日㈬・20日㈰・２月６日㈬
午後１時〜４時（受付は３時30分まで) ※相談時間中

のご連絡は、
☎21-８９７６
へ

はにぽんプラザ２階
　　　　　　　相談室

本庄市社会福祉協議会
  　　　　　 ☎24-２７５５介護の悩み １月11日㈮・１月25日㈮・２月８日㈮

午後１時〜４時（受付は３時30分まで)

成 年 後 見 １月８日㈫・22日㈫・２月12日㈫
午後１時〜４時（受付は３時30分まで)

成 年 後 見
（電話相談） 休日を除く毎日　午前９時〜午後５時 本庄市後見ほっとライン

☎0120-235-833 地域福祉課   ☎25-１１４２

※各種相談は予約制
※２月の相談予約は、１月21日㈪から受付開始       
   （先着順。受付開始日は電話予約のみ）
※同月に同じ相談を複数申し込みすることはできません

　　　☎25-１１１３
市民課☎25-１１１２
　　　☎25-１１１０

県 民 相 談
相 談 名 相 談 日 時 な ど 会　場 問 い 合 わ せ
法 律 相 談 毎月第１・第３・第４水曜日　午後１時〜４時

相談員＝弁護士　※予約制。30分以内。 熊谷地方庁舎１階
県民相談総合センター
☎048-830-7830

電 話
県 民 相 談

月〜金曜日（休日を除く）午前９時〜午後５時
(受付は午後４時30分まで）相談員＝県職員
※相談内容に応じて専門の相談機関を紹介します。

県民相談総合センター　☎048-830-7830

交 通 事 故
相 談

月〜金曜日（休日を除く)　午前９時〜正午・午後１時〜５時
(受付は午後４時30分まで）相談員＝交通事故相談員
※電話相談又は面談で行います。面談は予約制。

交通事故相談所
（県庁第２庁舎１階）

埼玉県交通事故相談所
☎048-830-2963

イ ン タ ー
ネ ッ ト　
県 民 相 談

随時受付　
※相談内容に応じて専門の相談機関を紹介します。

埼玉県ホームページ→各種相談窓口→行政・法律な
どの相談は→インターネット　をクリック　

相談は無料です。

■平成30年10月分のごみの量（ｔ）
可燃ごみ2,603.14　不燃ごみ118.34　有害ごみ0.24　資源ごみ23.90　合計2,745.62
前年同月の全体量より6.51％増加しました（１人１日当たりごみの排出量約70g増加）。
生ごみの水切りなど身近なところからごみの減量化・資源化に更なるご協力をお願いします。

家庭ごみ持ち込みの
料金設定が変わります

　小山川クリーンセンターでは、児玉郡・本庄市内の
家庭ごみのうち、収集所に出せないごみの持ち込みを
100kgまで無料で受け入れてきましたが、持ち込み車
両が著しく増加し、混雑や事故発生の可能性、処理費
用負担の公平性等の問題から４月１日より下記のとお
り料金設定を変更します。
　将来の児玉郡・本庄市内の生活環境を守るために
も、ご理解とご協力をお願いします。

●現行料金（平成31年３月31日まで）
100kgまで無料　100kg超の場合、10kgにつき40円

●変更後料金（平成31年４月１日から）
一律10kgにつき40円
※10kg未満のときは、10kgとみなし、手数料40円。
★児玉郡市広域市町村圏組合環境施設課☎22-８２００

　降雪など悪天候時は、交通事情や道路
状況等の影響で通常より収集が遅れたり、
やむをえず収集を中止したりすることが
あります。このため、ご不便をお掛けし
ますが、ごみの排出をできるだけ控え、
次回以降の収集日に出していただくよう
ご協力ください。
　なお、ごみ排出時は、風にあおられた
り、足元が滑りやすくなっているなど、
大変危険ですので十分ご注意ください。

悪天候時の
ごみ収集について

　暖房や給湯などでエネルギー使用量が
増える冬に、埼玉県では省エネで地球温
暖化防止を呼び掛ける「冬のライフスタ
イルキャンペーン」を実施します。
　キャンペーンでは、ＬED照明への交換や
チェックシートを活用してエコライフに取
り組む「エコライフDAY」への参加をお
願いしています。ぜひご参加ください。
　この冬も無理のない省エネ・節電にご
協力ください。
●参加用紙配布期間　１月４日㈮〜31日㈭
●参加用紙配布・提出先　
　環境推進課（市役所４階）
　環境産業課（アスピアこだま内）
★環境推進課☎25-１２４９

冬のライフスタイル
キャンペーン

凍結路面でのスリップ事故にご注意を！　　　　　　 ★危機管理課☎ 25- １１８４

　　急な冷え込みによる路面の凍結・・・!! スリップ事故に遭わないように、凍結路面を車で走行する際
　には次のような運転を心がけましょう。
　① 急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキなど、｢急｣ のつく操作はしない。
　② カーブに入る前に、早めに減速する。
　③ 坂道は、前の車との車間距離を十分とり、途中で止まらずゆっくり進む。
　④ スタッドレスタイヤやチェーンを早めに装着する。
　※特に、橋の上・交差点やカーブの手前・山間部等の日陰は凍結しやすく要注意 !
　※本庄市は 10 月末現在、人口 1 千人あたりの人身事故発生件数は 3.91 件で県内ワースト 3 位。

　各種相談日
●法律相談	 ●行政相談	 毎月第３木曜日
・弁 護 士　毎月第１·２水曜日	 ●不動産相談	 毎月第２金曜日
・司法書士　	〃		第３·４水曜日	 ●年金・労働相談	偶数月第２木曜日
	（労働法律相談のある月は第４水曜日のみ）	●税務相談	 毎月第２火曜日
●労働法律相談（弁護士）５・８・11・２月の第３水曜日　
※祝休日のときは変更となります。


